
大阪広 域水 道企業 団経営 ・事 業等評 価委員 会規 則  

平成 24年 11月 26日  

大阪広 域水 道企業 団規則 第２ 号  

（趣旨 ）  

第１条  こ の規 則 は、大 阪広 域水 道 企業団 附属 機関 条 例（平 成 23年大阪

広域水 道企 業団 条 例第７ 号。 以下 「 条例」 とい う。 ） 第６ 条 の規 定に

基づき、大阪 広域 水道企 業団 経営・事業等 評価 委員会（以下「 委員会 」

という 。） の組 織 、委員 の報 酬及 び 費用弁 償の 額そ の 他 委員 会 に 関し

必要な 事項 を定め るもの とす る。  

（組織 ）  

第２条  委 員会は 、委員 10人 以内で 組織す る。  

２  委 員は 、 水 道 企業に 関し て優 れ た識見 を有 する 者 のうち から 、企業

長が任 命す る。  

３  委 員の 任期 は 、２年 とす る。 た だし、 補欠 又は 増 員によ り新 たに委

員とな った 者 の任 期は、 前任 者 又は 現任者 の残 任期間 とする 。  

（委員 長 ）  

第３条  委 員会に 委員長 を置 き、委 員の互 選に よって これを 定め る。  

２  委 員長 は、会 務を総 理す る。  

３  委 員長 に事 故 がある とき は、 委 員長 が あら かじ め 指名す る委 員がそ

の職務 を代 理する 。  

（会議 ）  

第４条  委 員会 の 会議は 、 委 員長 が 招集し 、 委 員長 が その議 長と なる。  

２  委 員会 は、 委 員の２ 分の １以 上 が出席 しな けれ ば 会議を 開く ことが

できな い。  

３  委 員会 の議 事 は、出 席委 員の 過 半数で 決し 、可 否 同数の とき は、議

長の決 する ところ による 。  

（専門 委員 ）  

第５条  委 員会 又 は次条 に規 定す る 部会に 、特 定の 分 野に関 する 審議の

ため、 必要 に応じ て専門 委員 を置く ことが でき る。  

２  専 門委 員は 、 特定の 分野 に関 し 優れた 識見 を有 す る者の うち から、

企業長 が任 命する 。  

（部会 ）  

第６ 条  委 員会に 、必要 に応 じて部 会を置 くこ とがで きる。  

２  部 会は 、委員 長が指 名し た委員 及び専 門委 員で構 成する 。  

３  部 会に 部会 長 を置き 、部 会を 構 成する 者の 中か ら 委員長 が指 名する

者がこ れに 当たる 。  

４  部 会長 は、 部 会の会 務を 総理 し 、部会 にお ける 審 議の状 況及 び結果

を委員 会に 報告す る。  

（報酬 ）  

第７ 条  条 例第 ３ 条第１ 項の 規定 に 基づき 定め る 委 員 及び専 門委 員 の報



酬の額 は、 日額 10,400円とす る。  

（費用 弁償 ）  

第８ 条  委 員及 び 専門委 員 の 費用 弁 償の額 は、 大阪 広 域水道 企業 団 職員

の旅費 に関 する 規 程（平 成 23年大 阪 広域水 道企 業団 管 理規程 第 26号）

により 同規 程第 25条第２ 号に 規定 す る上位 職務 者以 外 の者 に 対し て支

給する 旅費 の額 相 当額と する 。  

（庶務 ）  

第９ 条  委 員会 の 庶務は 、経 営管理 部企画 課に おいて 行う。  

（委任 ）  

第 10条  こ の規 則 に定め るも のの ほ か、 委 員会 の運 営 に関し 必要 な事項

は、委 員長 が定め る。  

附  則  

（施行 期日 ）  

１  こ の規 則は、 公布の 日 か ら施行 する。  

（経過 措置 ）  

２  こ の規 則の 施 行の日 の前 日に お いて 現 に企 業長 か ら委員 会 の 委員に

任命さ れて いる 者 は、こ の規 則の 施 行の日 にお いて 第 ２条第 ２ 項 の規

定によ り 委 員会 の 委員に 任命 され た ものと みな し、 そ の任期 は、 同条

第３項 の規 定にか かわら ず、 平成 25年６月 30日 までと する。  


